
目
　
　
　
次 

例 

条 

特
別
職
の
職
員
の
給
与
及
び
旅
費
に
関
す
る
条
例
及
び
埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長
の
給
与
等

に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
一
年
五
月
二
十
九
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

埼
玉
県
条
例
第
三
十
二
号

特
別
職
の
職
員
の
給
与
及
び
旅
費
に
関
す
る
条
例
及
び
埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長
の
給

与
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
特
別
職
の
職
員
の
給
与
及
び
旅
費
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
一
条

特
別
職
の
職
員
の
給
与
及
び
旅
費
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
四
年
埼
玉
県
条
例
第
二

十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
を
附
則
第
一
項
と
し
、
附
則
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

平
成
二
十
一
年
六
月
に
支
給
す
る
期
末
手
当
に
関
す
る
第
三
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
同
項
中
「
百
分
の
百
六
十
」
と
あ
る
の
は
、
「
百
分
の
百
四
十
五
」
と
す
る
。

（
埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
二
条

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
埼
玉
県
条
例

第
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４

平
成
二
十
一
年
六
月
に
支
給
す
る
期
末
手
当
に
関
す
る
第
四
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
同
項
中
「
百
分
の
百
六
十
」
と
あ
る
の
は
、
「
百
分
の
百
四
十
五
」
と
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
知
事
等
の
期
末
手
当
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

２

知
事
等
の
期
末
手
当
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
九
年
埼
玉
県
条
例
第
六
十
六
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
四
項
の
見
出
し
中
「
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
」
を
「
平
成
二
十
一
年

十
二
月
に
支
給
す
る
」
に
改
め
、
同
項
中
「
第
一
条
」
を
「
平
成
二
十
一
年
十
二
月
に
支
給
す

る
知
事
の
期
末
手
当
に
関
す
る
第
一
条
」
に
改
め
、
「
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
平
成

二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
」
を
削
り
、
同
項
を
附
則
第
七
項
と
し
、
附
則
第
三
項

の
次
に
次
の
見
出
し
及
び
三
項
を
加
え
る
。

（
平
成
二
十
一
年
六
月
に
支
給
す
る
期
末
手
当
の
額
の
特
例
等
）

４

平
成
二
十
一
年
六
月
に
支
給
す
る
知
事
の
期
末
手
当
に
関
す
る
第
一
条
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
同
条
中
「
第
三
条
第
一
項
」と
あ
る
の
は「
第
三
条
第
一
項
及
び
附
則
第
二
項
」

と
、
「
同
項
」
と
あ
る
の
は
「
こ
れ
ら
」
と
、
「
百
分
の
二
十
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
三

十
」
と
す
る
。

５

平
成
二
十
一
年
六
月
に
支
給
す
る
副
知
事
、
公
営
企
業
管
理
者
、
病
院
事
業
管
理
者
及
び

常
勤
の
監
査
委
員
の
期
末
手
当
に
関
す
る
第
二
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、同
条
中「
第

三
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
条
第
一
項
及
び
附
則
第
二
項
」
と
、
「
同
項
」
と
あ
る

の
は
「
こ
れ
ら
」
と
す
る
。

条

例

○
特
別
職
の
職
員
の
給
与
及
び
旅
費
に

関
す
る
条
例
及
び
埼
玉
県
教
育
委
員

会
教
育
長
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
人

事

課
）

一

○
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例（

〃

）

二

○
埼
玉
県
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
及
び

費
用
弁
償
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
（
政
策
調
査
課
）

四

○
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
教
職
員
課
）

四

規

則

○
期
末
手
当
、
勤
勉
手
当
及
び
期
末
特

別
手
当
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則

（
総
務
給
与
課
）

五

訓

令

○
埼
玉
県
人
事
委
員
会
事
務
決
裁
規
程

の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

（
総
務
給
与
課
）

六

埼玉県発行
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６

平
成
二
十
一
年
六
月
に
支
給
す
る
教
育
長
の
期
末
手
当
に
関
す
る
第
三
条
の
規
定
の
適
用

に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
第
四
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
条
第
一
項
及
び
附
則
第
四

項
」
と
、
「
同
項
」
と
あ
る
の
は
「
こ
れ
ら
」
と
す
る
。

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
一
年
五
月
二
十
九
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

埼
玉
県
条
例
第
三
十
三
号

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
一
条

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
埼
玉
県
条
例
第
十
九
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
第
十
九
条
の
八
」
を
「
第
十
九
条
の
七
」
に
改
め
、
「
、
期
末
特
別
手

当
」
を
削
る
。

第
十
九
条
第
二
項
中
「
各
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
」
の
下
に「（
学
長
の
職
に
あ
る
職

員
を
除
く
。）」を
加
え
、
「
あ
つ
て
は
、」
を
「
あ
つ
て
は
」
に
、
「
額
）」を
「
額
、
学
長
の
職

に
あ
る
職
員
に
あ
つ
て
は
六
月
に
支
給
す
る
場
合
に
お
い
て
は
百
分
の
七
十
五
、
十
二
月
に
支

給
す
る
場
合
に
お
い
て
は
百
分
の
九
十
五
を
乗
じ
て
得
た
額
）」に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
職

務
の
複
雑
」
を
「
職
員
（
学
長
の
職
に
あ
る
職
員
を
除
く
。）
で
職
務
の
複
雑
」
に
、
「
職
員

に
つ
い
て
は
」
を
「
も
の
並
び
に
学
長
の
職
に
あ
る
職
員
に
つ
い
て
は
」
に
改
め
る
。

第
十
九
条
の
四
第
二
項
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

前
項
の
職
員
の
う
ち
再
任
用
職
員
以
外
の
職
員

次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
職
員
の
区

分
に
応
じ
、
当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
額

イ

ロ
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
職
員

当
該
職
員
の
勤
勉
手
当
基
礎
額
に
当
該
職
員
が
そ

れ
ぞ
れ
そ
の
基
準
日
現
在
（
退
職
し
、
若
し
く
は
失
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
職
員
に
あ

つ
て
は
、
退
職
し
、
若
し
く
は
失
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
日
現
在
。
次
項
に
お
い
て
同

じ
。）
に
お
い
て
受
け
る
べ
き
扶
養
手
当
の
月
額
及
び
こ
れ
に
対
す
る
地
域
手
当
の
月

額
の
合
計
額
を
加
算
し
た
額
に
百
分
の
七
十
五
（
特
定
幹
部
職
員
に
あ
つ
て
は
、
百
分

の
九
十
五
）
を
乗
じ
て
得
た
額
の
総
額

ロ

学
長
の
職
に
あ
る
職
員

当
該
職
員
の
勤
勉
手
当
基
礎
額
に
百
分
の
八
十
五
を
乗
じ

て
得
た
額
の
総
額

第
十
九
条
の
五
を
削
り
、
第
十
九
条
の
六
を
第
十
九
条
の
五
と
す
る
。

第
十
九
条
の
七
第
一
項
中
「
、
第
十
七
条
、
第
十
九
条
及
び
第
十
九
条
の
四
」
を
「
及
び
第

十
七
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
九
条
の
六
と
す
る
。

第
十
九
条
の
八
中
「
、
期
末
特
別
手
当
」
を
削
り
、
同
条
を
第
十
九
条
の
七
と
す
る
。

第
二
十
一
条
第
二
項
、
第
三
項
及
び
第
五
項
中
「
、
期
末
手
当
及
び
期
末
特
別
手
当
」を「
及

び
期
末
手
当
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
及
び
第
七
項
中
「
又
は
期
末
特
別
手
当
」
を
削
る
。

附
則
第
八
項
中
「
期
末
特
別
手
当
」
を
「
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
」
に
、
「
第
十
九
条
の

五
第
二
項
」
を
「
第
十
九
条
第
二
項
、
第
十
九
条
の
四
第
二
項
及
び
前
項
」
に
、
「
同
項
」
を

「
こ
れ
ら
」
に
改
め
、
「
額
か
ら
」
の
下
に
「
そ
れ
ぞ
れ
」
を
加
え
、
同
項
を
附
則
第
九
項
と

し
、
附
則
第
七
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

８

平
成
二
十
一
年
六
月
に
支
給
す
る
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る
次
の
表
の
上
欄
に

掲
げ
る
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ

れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

第
十
九
条
第
二
項

百
分
の
百
四
十
、

百
分
の
百
二
十
五
、

百
分
の
百
二
十

百
分
の
百
十

百
分
の
七
十
五

百
分
の
七
十

第
十
九
条
第
三
項

百
分
の
百
四
十

百
分
の
百
二
十
五

百
分
の
七
十
五

百
分
の
七
十

百
分
の
百
二
十

百
分
の
百
十

「
百
分
の
六
十
五
」
「
百
分
の
六
十
」
と
、
「
百
分
の
百
四

十
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
七
十
五
」

第
十
九
条
の
四
第
二
項

第
一
号
イ

百
分
の
七
十
五

百
分
の
七
十

百
分
の
九
十
五

百
分
の
八
十
五

第
十
九
条
の
四
第
二
項

第
一
号
ロ

百
分
の
八
十
五

百
分
の
七
十
五

第
十
九
条
の
四
第
二
項

第
二
号

百
分
の
三
十
五

百
分
の
三
十

百
分
の
四
十
五

百
分
の
四
十

（
一
般
職
の
任
期
付
研
究
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
二
条

一
般
職
の
任
期
付
研
究
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
三
年
埼
玉
県
条
例
第
五

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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第
六
条
第
二
項
中
「
第
十
九
条
の
七
第
二
項
」
を
「
第
十
九
条
の
六
第
二
項
」
に
改
め
る
。

附
則
第
一
項
に
見
出
し
と
し
て「（
施
行
期
日
）」を
付
す
る
。

附
則
第
二
項
に
見
出
し
と
し
て「（
経
過
措
置
）」を
付
し
、
附
則
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

（
平
成
二
十
一
年
六
月
に
支
給
す
る
期
末
手
当
に
関
す
る
特
例
措
置
）

３

平
成
二
十
一
年
六
月
に
支
給
す
る
期
末
手
当
に
関
す
る
第
六
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
同
項
中
「
百
分
の
百
六
十
、」
と
あ
る
の
は
、
「
百
分
の
百
四
十
五
、」
と
す
る
。

（
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
三
条

一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
四
年
埼
玉
県
条
例
第
六
十

八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
二
項
中
「
第
十
九
条
の
七
第
二
項
」
を
「
第
十
九
条
の
六
第
二
項
」
に
改
め
る
。

附
則
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

（
平
成
二
十
一
年
六
月
に
支
給
す
る
期
末
手
当
に
関
す
る
特
例
措
置
）

４

平
成
二
十
一
年
六
月
に
支
給
す
る
期
末
手
当
に
関
す
る
第
五
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
百
分
の
百
六
十
、」
と
あ
る
の
は
、
「
百
分

の
百
四
十
五
、」
と
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
係
る
埼
玉
県
人
事
委
員
会
の
勧
告
等
）

２

平
成
二
十
一
年
六
月
の
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
を
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
よ
り

算
定
す
る
こ
と
と
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
規
定
に
規
定
す
る
割
合
と
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄

に
掲
げ
る
規
定
に
よ
り
こ
れ
ら
の
手
当
を
支
給
す
る
際
に
現
に
用
い
ら
れ
る
当
該
規
定
に
規
定

す
る
割
合
と
の
差
に
相
当
す
る
割
合
に
係
る
こ
れ
ら
の
手
当
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
こ
の
条

例
の
施
行
後
速
や
か
に
、
埼
玉
県
人
事
委
員
会
に
お
い
て
、
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
相
当

す
る
民
間
の
賃
金
の
支
払
状
況
を
調
査
し
、
そ
の
結
果
を
踏
ま
え
て
、
必
要
な
措
置
を
埼
玉
県

議
会
及
び
知
事
に
同
時
に
勧
告
す
る
も
の
と
す
る
。

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
職
員
の

給
与
に
関
す
る
条
例
（
以
下
こ
の
表
に
お

い
て
「
改
正
後
の
給
与
条
例
」
と
い
う
。）

附
則
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
読
替
え
前
の

改
正
後
の
給
与
条
例
第
十
九
条
第
二
項

改
正
後
の
給
与
条
例
附
則
第
八
項
の
規
定
に

よ
る
読
替
え
後
の
改
正
後
の
給
与
条
例
第
十

九
条
第
二
項
（
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。）

（
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。）

第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
一
般
職

の
任
期
付
研
究
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条

例
（
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
「
改
正
後
の

任
期
付
研
究
員
条
例
」
と
い
う
。）
附
則

第
三
項
の
規
定
に
よ
る
読
替
え
前
の
改
正

後
の
任
期
付
研
究
員
条
例
第
六
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
る
読
替
え
後
の
改
正
後
の
給

与
条
例
第
十
九
条
第
二
項

改
正
後
の
任
期
付
研
究
員
条
例
附
則
第
三
項

の
規
定
に
よ
る
読
替
え
後
の
改
正
後
の
任
期

付
研
究
員
条
例
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

る
読
替
え
後
の
改
正
後
の
給
与
条
例
第
十
九

条
第
二
項

第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
一
般
職

の
任
期
付
職
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条
例

（
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
「
改
正
後
の
任

期
付
職
員
条
例
」
と
い
う
。）
附
則
第
四

項
の
規
定
に
よ
る
読
替
え
前
の
改
正
後
の

任
期
付
職
員
条
例
第
五
条
第
二
項
及
び
第

三
項
の
規
定
に
よ
る
読
替
え
後
の
改
正
後

の
給
与
条
例
第
十
九
条
第
二
項
及
び
学
校

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十

一
年
埼
玉
県
条
例
第
三
十
三
号
）
第
十
二

条
の
二
第
二
項

改
正
後
の
任
期
付
職
員
条
例
附
則
第
四
項
の

規
定
に
よ
る
読
替
え
後
の
改
正
後
の
任
期
付

職
員
条
例
第
五
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規

定
に
よ
る
読
替
え
後
の
改
正
後
の
給
与
条
例

第
十
九
条
第
二
項
及
び
学
校
職
員
の
給
与
に

関
す
る
条
例
第
十
二
条
の
二
第
二
項

改
正
後
の
給
与
条
例
附
則
第
八
項
の
規
定

に
よ
る
読
替
え
前
の
改
正
後
の
給
与
条
例

第
十
九
条
の
四
第
二
項

改
正
後
の
給
与
条
例
附
則
第
八
項
の
規
定
に

よ
る
読
替
え
後
の
改
正
後
の
給
与
条
例
第
十

九
条
の
四
第
二
項

（
外
国
の
地
方
公
共
団
体
の
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
職
員
の
処
遇
等
に
関
す
る
条
例
及
び
公
益

的
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

３

次
に
掲
げ
る
条
例
の
規
定
中
「
、
期
末
手
当
及
び
期
末
特
別
手
当
」
を
「
及
び
期
末
手
当
」

に
改
め
る
。

一

外
国
の
地
方
公
共
団
体
の
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
職
員
の
処
遇
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和

六
十
三
年
埼
玉
県
条
例
第
一
号
）
第
四
条
第
一
項

二

公
益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
三
年
埼
玉
県
条
例
第
七
十

－３－

号外第��号平成��年�月��日（金曜日）
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二
号
）
第
四
条
及
び
第
九
条

（
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

４

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
四
年
埼
玉
県
条
例
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
第
一
項
中「（
埼
玉
県
立
大
学
の
学
長
（
以
下
「
学
長
」
と
い
う
。）
の
職
に
あ
る
職

員
を
除
く
。）」を
削
り
、
同
条
第
二
項
中「（
学
長
の
職
に
あ
る
職
員
を
除
く
。）」を
削
り
、
同
条

第
三
項
を
削
る
。

第
十
五
条
の
表
中
「
及
び
第
十
九
条
の
五
第
四
項
」
及
び
「
及
び
第
十
九
条
の
五
第
五
項
」

を
削
る
。

第
二
十
六
条
の
表
中
「
第
十
九
条
の
七
第
三
項
」
を
「
第
十
九
条
の
六
第
三
項
」
に
改
め
る
。

（
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

５

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
十
八
年
埼
玉
県
条
例
第
二

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
十
一
項
中
「
、
第
十
九
条
の
五
第
四
項
」
を
削
り
、
「
第
十
九
条
の
六
第
二
項
」
を

「
第
十
九
条
の
五
第
二
項
」
に
改
め
る
。

埼
玉
県
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
及
び
費
用
弁
償
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を

こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
一
年
五
月
二
十
九
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

埼
玉
県
条
例
第
三
十
四
号

埼
玉
県
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
及
び
費
用
弁
償
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例

埼
玉
県
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
及
び
費
用
弁
償
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
二
年
埼
玉
県
条

例
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

平
成
二
十
一
年
六
月
に
支
給
す
る
期
末
手
当
に
関
す
る
第
五
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

て
は
、
同
項
中
「
百
分
の
百
六
十
」
と
あ
る
の
は
、
「
百
分
の
百
四
十
五
」
と
す
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
一
年
五
月
二
十
九
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

埼
玉
県
条
例
第
三
十
五
号

学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
埼
玉
県
条
例
第
三
十
三
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
三
条
中
「
、
「
、
期
末
手
当
及
び
期
末
特
別
手
当
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
期
末
手
当
」
と
」

及
び
「
、
同
条
第
三
項
及
び
第
五
項
中
「
、
期
末
手
当
及
び
期
末
特
別
手
当
」
と
あ
る
の
は
「
及

び
期
末
手
当
」
と
、
同
条
第
六
項
及
び
第
七
項
中
「
期
末
手
当
又
は
期
末
特
別
手
当
」
と
あ
る
の

は
「
期
末
手
当
」
と
」
を
削
る
。

附
則
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

５

平
成
二
十
一
年
六
月
に
支
給
す
る
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る
次
の
表
の
上
欄
に
掲

げ
る
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ

れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

第
十
二
条
の
二
第
二
項

百
分
の
百
四
十

百
分
の
百
二
十
五

第
十
二
条
の
二
第
三
項

百
分
の
百
四
十

百
分
の
百
二
十
五

百
分
の
七
十
五

百
分
の
七
十

第
十
二
条
の
五
第
二
項
第
一
号

百
分
の
七
十
五

百
分
の
七
十

第
十
二
条
の
五
第
二
項
第
二
号

百
分
の
三
十
五

百
分
の
三
十

附

則

１

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

平
成
二
十
一
年
六
月
の
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
を
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
よ
り

算
定
す
る
こ
と
と
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
規
定
に
規
定
す
る
割
合
と
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄

に
掲
げ
る
規
定
に
よ
り
こ
れ
ら
の
手
当
を
支
給
す
る
際
に
現
に
用
い
ら
れ
る
当
該
規
定
に
規
定

す
る
割
合
と
の
差
に
相
当
す
る
割
合
に
係
る
こ
れ
ら
の
手
当
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
こ
の
条

例
の
施
行
後
速
や
か
に
、
埼
玉
県
人
事
委
員
会
に
お
い
て
、
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
相
当

す
る
民
間
の
賃
金
の
支
払
状
況
を
調
査
し
、
そ
の
結
果
を
踏
ま
え
て
、
必
要
な
措
置
を
埼
玉
県

議
会
及
び
知
事
に
同
時
に
勧
告
す
る
も
の
と
す
る
。

－４－

号外第��号平成��年�月��日（金曜日）



則 

規 

こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
学
校
職
員
の

給
与
に
関
す
る
条
例
（
以
下
こ
の
表
に
お

い
て
「
改
正
後
の
条
例
」
と
い
う
。）
附

則
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
読
替
え
前
の
改

正
後
の
条
例
第
十
二
条
の
二
第
二
項
（
同

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適

用
す
る
場
合
を
含
む
。）

改
正
後
の
条
例
附
則
第
五
項
の
規
定
に
よ
る

読
替
え
後
の
改
正
後
の
条
例
第
十
二
条
の
二

第
二
項
（
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。）

改
正
後
の
条
例
附
則
第
五
項
の
規
定
に
よ

る
読
替
え
前
の
改
正
後
の
条
例
第
十
二
条

の
五
第
二
項

改
正
後
の
条
例
附
則
第
五
項
の
規
定
に
よ
る

読
替
え
後
の
改
正
後
の
条
例
第
十
二
条
の
五

第
二
項

期
末
手
当
、
勤
勉
手
当
及
び
期
末
特
別
手
当
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ

こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
一
年
五
月
二
十
九
日

埼
玉
県
人
事
委
員
会
委
員
長

香

川

實

埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
七
―
八
九
九

期
末
手
当
、
勤
勉
手
当
及
び
期
末
特
別
手
当
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
期
末
手
当
、
勤
勉
手
当
及
び
期
末
特
別
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

期
末
手
当
、
勤
勉
手
当
及
び
期
末
特
別
手
当
に
関
す
る
規
則
（
埼
玉
県
人
事
委
員
会
規

則
七
―
九
三
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則

第
一
条
中
「
、
勤
勉
手
当
及
び
期
末
特
別
手
当
」
を
「
及
び
勤
勉
手
当
」
に
改
め
る
。

第
五
条
の
三
第
一
項
中
「
定
め
る
職
員
」
を
「
定
め
る
も
の
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
条

例
」
を
「
前
項
の
職
員
に
係
る
条
例
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

条
例
第
十
九
条
第
五
項
の
学
長
の
職
に
あ
る
職
員
に
係
る
同
項
の
百
分
の
二
十
を
超
え
な

い
範
囲
内
で
委
員
会
規
則
で
定
め
る
割
合
は
、
百
分
の
二
十
と
す
る
。

第
五
条
の
四
第
一
項
中
第
四
号
を
第
五
号
と
し
、
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰

り
下
げ
、
第
一
号
と
し
て
次
の
一
号
を
加
え
る
。

一

埼
玉
県
立
大
学
の
学
長
の
職
に
あ
る
職
員

第
五
条
の
四
第
二
項
第
一
号
中
「
前
項
第
一
号
」
を
「
前
項
第
一
号
及
び
第
二
号
」
に
、

「
前
項
第
三
号
及
び
第
四
号
」
を
「
前
項
第
四
号
及
び
第
五
号
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中

「
前
項
第
二
号
」
を
「
前
項
第
三
号
」
に
、
「
前
項
第
三
号
及
び
第
四
号
」
を
「
前
項
第
四
号

及
び
第
五
号
」
に
改
め
る
。

第
七
条
の
二
第
一
項
、
第
七
条
の
三
、
第
七
条
の
五
第
一
項
及
び
第
七
条
の
七
中
「
、
第
十

九
条
の
五
第
六
項
」
を
削
る
。

第
十
四
条
の
二
か
ら
第
十
四
条
の
八
ま
で
を
削
る
。

第
十
五
条
第
一
項
中
「
、
条
例
第
十
九
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
勉
手
当
及
び
条
例
第

十
九
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
期
末
特
別
手
当
」
を
「
及
び
条
例
第
十
九
条
の
四
第
一
項
に

規
定
す
る
勤
勉
手
当
」
に
改
め
る
。

第
十
六
条
中
「
、
条
例
第
十
九
条
の
四
第
二
項
前
段
の
勤
勉
手
当
基
礎
額
又
は
条
例
第
十
九

条
の
五
第
二
項
の
期
末
特
別
手
当
基
礎
額
」
を
「
又
は
条
例
第
十
九
条
の
四
第
二
項
前
段
の
勤

勉
手
当
基
礎
額
」
に
改
め
る
。

第
十
七
条
（
見
出
し
を
含
む
。）
中
「
、
勤
勉
手
当
及
び
期
末
特
別
手
当
」
を
「
及
び
勤
勉

手
当
」
に
改
め
る
。

（
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
（
埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
七
―
二

二
一
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
四
条
第
一
項
中
「
期
末
手
当
、
勤
勉
手
当
及
び
期
末
特
別
手
当
に
関
す
る
規
則
」
を

「
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
」
に
改
め
る
。

（
地
域
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

地
域
手
当
に
関
す
る
規
則
（
埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
七
―
八
四
六
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
中
「
、
第
十
九
条
の
四
第
三
項
並
び
に
第
十
九
条
の
五
第
四
項
」
を
「
並
び
に
第
十

九
条
の
四
第
三
項
」
に
改
め
る
。

（
農
林
業
普
及
指
導
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
条

農
林
業
普
及
指
導
手
当
に
関
す
る
規
則
（
埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
○
七
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
及
び
第
三
条
中
「
条
例
第
十
九
条
の
六
第
一
項
」を「
条
例
第
十
九
条
の
五
第
一
項
」

に
改
め
る
。

－５－

号外第��号平成��年�月��日（金曜日）



令 

訓 
（
外
国
の
地
方
公
共
団
体
の
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
職
員
の
処
遇
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改

正
）

第
五
条

外
国
の
地
方
公
共
団
体
の
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
職
員
の
処
遇
等
に
関
す
る
規
則
（
埼

玉
県
人
事
委
員
会
規
則
一
七
―
一
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
中
「
、
期
末
手
当
及
び
期
末
特
別
手
当
」
を
「
及
び
期
末
手
当
」
に
改
め
る
。

（
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
六
条

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則
（
埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
一
八
―
六
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
の
見
出
し
及
び
同
条
第
一
項
中
「
第
一
項
及
び
第
三
項
」
を
「
第
一
項
」
に
改
め
、

同
項
第
二
号
中
「
期
末
手
当
、
勤
勉
手
当
及
び
期
末
特
別
手
当
に
関
す
る
規
則
」
を
「
期
末
手

当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
」
に
改
め
る
。

（
一
般
職
の
任
期
付
研
究
員
の
採
用
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
七
条

一
般
職
の
任
期
付
研
究
員
の
採
用
等
に
関
す
る
規
則
（
埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
一
九

―
一
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
中
「
期
末
手
当
、
勤
勉
手
当
及
び
期
末
特
別
手
当
に
関
す
る
規
則
」
を
「
期
末
手
当

及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
」
に
改
め
る
。

（
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
八
条

一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
等
に
関
す
る
規
則
（
埼
玉
県
人
事
委
員
会
規
則
二
〇
―

一
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
中
「
期
末
手
当
、
勤
勉
手
当
及
び
期
末
特
別
手
当
に
関
す
る
規
則
」
を
「
期
末
手
当

及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

埼
玉
県
人
事
委
員
会
訓
令
第
二
号

埼
玉
県
人
事
委
員
会
事
務
局

埼
玉
県
人
事
委
員
会
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
一
年
五
月
二
十
九
日

埼
玉
県
人
事
委
員
会
委
員
長

香

川

實

埼
玉
県
人
事
委
員
会
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

埼
玉
県
人
事
委
員
会
事
務
決
裁
規
程
（
昭
和
四
十
六
年
埼
玉
県
人
事
委
員
会
訓
令
第
一
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
の
四

事
務
局
職
員
の
服
務
等
に
関
す
る
事
務
の
項
委
員
長
専
決
事
項
の
欄
７
中

「
第
三
条
第
三
項
」
を
「
育
児
休
業
法
第
三
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
欄
９
中
「
第
十
一
条
第
二

項
」
を
「
育
児
休
業
法
第
十
一
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
項
事
務
局
長
専
決
事
項
の
欄
１３
中
「
第

三
条
第
三
項
」
を
「
育
児
休
業
法
第
三
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
欄
１５
中
「
第
十
一
条
第
二
項
」

を
「
育
児
休
業
法
第
十
一
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
欄
１９
中
「
半
日
勤
務
時
間
」
を
「
四
時
間
の

勤
務
時
間
」
に
改
め
る
。

別
表
第
三
の
二

職
員
の
給
与
に
関
す
る
事
務
の
項
人
事
委
員
会
決
裁
事
項
の
欄
２３
中
「
期
末

手
当
、
勤
勉
手
当
及
び
期
末
特
別
手
当
に
関
す
る
規
則
」
を
「
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す

る
規
則
」
に
改
め
、
同
欄
中
２５
を
削
り
、
２６
を
２５
と
し
、
２７
か
ら
３３
ま
で
を
２６
か
ら
３２
ま
で
と
す

る
。別

表
第
四
課
長
共
通
専
決
事
項
の
欄
１７
中
「
半
日
勤
務
時
間
」
を
「
四
時
間
の
勤
務
時
間
」
に

改
め
、
総
務
給
与
課
長
専
決
事
項
の
欄
５
中
「
第
三
条
第
三
項
」
を
「
育
児
休
業
法
第
三
条
第
三

項
」
に
改
め
、
同
欄
７
中
「
第
十
一
条
第
二
項
」
を
「
育
児
休
業
法
第
十
一
条
第
二
項
」
に
改
め

る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
一
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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